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宮崎県最低賃金の改正について 

～ 10 月６日から時間額８５３円に ～ 

 

宮崎労働局（局長 田中大介）は、宮崎県（地域別）最低賃金について、１０月６日（木）

から時間額「８５３円」（引上額３２円）に改正します。 

３２円の引上げ（引上げ率 3.90％）は過去最大の引上げです。 

 

また、宮崎県特定（産業別）最低賃金について、宮崎県内には４件の特定（産業別）最

低賃金がありますが、現在、自動車（新車）小売業最低賃金は改正審議を進めております。 

その他の特定（産業別）最低賃金については、今年度は改定されませんので１０月６日

（木）から宮崎県（地域別）最低賃金 時間額「８５３円」が適用されます。 

 

最低賃金は、宮崎県内の事業場で働く常用、臨時、パートタイマーなどすべての労働者

に対し適用され、最低賃金を下回る賃金額は無効となり、最低賃金を下回る賃金を支払っ

た事業主は刑罰の対象となります。 

 

【最低賃金法（昭和34．4.15法律137号）】 

第４条（抄） 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わな

ければならない。 

２  最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金

を定めるものは、その部分について無効とする。この場合において無効となった部分は、最

低賃金と同様の定をしたものとみなす。 

令和４年９月 30日 

【照会先】宮崎労働局労働基準部賃金室 

室 長   森  久美 

室 長 補 佐   吉田  恭 
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　業種

　年度

円 円 　　　　％ 円 円 　　　　％ 円 円 　　　　％ 円 円 　　　　％ 円 円 　　　　％

14 605 1 0.17 632 0 0.00 659 1 0.15 645 1 0.16 673 1 0.15

15 605 0 0.00 633 1 0.16 660 1 0.15 646 1 0.16 674 1 0.15

16 606 1 0.17 634 1 0.16 661 1 0.15 647 1 0.15 675 1 0.15

17 608 2 0.33 636 2 0.32 664 3 0.45 649 2 0.31 678 3 0.44

18 611 3 0.49 639 3 0.47 668 4 0.60 652 3 0.46 681 3 0.44

19 619 8 1.31 647 8 1.25 677 9 1.35 660 8 1.23 689 8 1.17

20 627 8 1.29 654 7 1.08 684 7 1.03 667 7 1.06 696 7 1.02

21 629 2 0.32 656 2 0.31 687 3 0.44 669 2 0.30 699 3 0.43

22 642 13 2.07 657 1 0.15 691 4 0.58 674 5 0.75 708 9 1.29

23 646 4 0.62 660 3 0.46 695 4 0.58 678 4 0.59 712 4 0.56

24 653 7 1.08 663 3 0.45 699 4 0.58 681 3 0.44 720 8 1.12

25 664 11 1.68 670 7 1.06 707 8 1.14 687 6 0.88 731 11 1.53

26 677 13 1.96 678 8 1.19 716 9 1.27 695 8 1.16 742 11 1.50

27 693 16 2.36 678 0 0 728 12 1.68 705 10 1.44 752 10 1.35

28 714 21 3.03 678 0 0 740 12 1.65 705 0 0 767 15 1.99

29 737 23 3.22 678 0 0 755 15 2.03 705 0 0 784 17 2.22

30 762 25 3.39 678 0 0 775 20 2.65 705 0 0 804 20 2.55

R01 790 28 3.67 678 0 0 800 25 3.23 705 0 0 828 24 2.99

R02 793 3 0.38 678 0 0 803 3 0.38 705 0 0 832 4 0.48

R03 821 28 3.53 678 0 0 831 28 3.49 705 0 0 858 26 3.13

R04 853 32 3.90 678 0 0 831 0 0 705 0 0
※　肉製品・乳製品製造業最低賃金は平成27から改正なし→平成27年10月16日から地域別最低賃金を適用。
　　各種商品小売業最低賃金は平成2から改正なし→平成28年10月1日から地域別最低賃金を適用。
    電気機械器具製造業最低賃金は令和4は改正なし→令和4年10月6日から地域別最低賃金を適用。

時間額 引上額 引上率時間額 引上額 引上率 時間額 引上率

年次別最低賃金額及び引上額・引上率一覧表

時間額 引上額 引上率 時間額 引上額引上額 引上率

宮崎労働局　　賃　金　室

地域別 肉製品・乳製品製造業 電気機械器具製造業 各種商品小売業 自動車（新車）小売業
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最低賃金
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者数の比
率（％）

21 126 9 7.1 55.6 44.4 0.0 2,234 44 2.0

22 140 8 5.7 0.0 100.0 0.0 1,706 25 1.5

23 161 12 7.5 23.0 77.0 0.0 1,725 43 2.5

24 141 5 3.5 53.1 43.2 2.1 1,593 13 0.8

25 157 20 12.7 45.0 50.0 5.0 1,886 84 4.5

26 142 13 9.2 30.8 53.8 15.4 1,772 36 2.0

27 185 17 9.2 52.9 41.2 5.9 1,223 65 5.3

28 181 21 11.6 38.1 57.1 4.8 2,561 93 3.6

29 200 23 11.5 56.5 34.8 8.7 1,489 52 3.5

30 209 26 12.4 34.6 57.7 7.7 1,693 42 2.5

31 244 22 9.0 45.5 45.5 9.1 3,466 63 1.8

02 262 15 5.7 46.7 46.7 6.7 2,718 41 1.5

03 110 7 6.4 88.2 11.8 0.0 879 11 1.3

04 208 13 6.3 46.2 53.8 0.0 1,504 27 1.8

※令和４年は３月31日現在の数値です。
（注）　　各年とも1月～12月の間（21年は6月まで）の結果です。

最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果の推移
（宮崎労働局）
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最低賃金の履行確保を主眼とする監督の実施結果（令和４年１～３月分） （宮崎労働局）
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⑬業務改善助成
金に対する認識⑧法 違 反 の 状 況

⑩法違反事業場の認
識状況（％）

⑦⑧最賃未満労働者
の状況

⑪最低賃金額以上を支払っていない理由
⑫働き方推進セ
ンターに対する
認識


